
扇田環境センターの受入条件等について 

熊本市扇田環境センターにおけるごみの受入条件は次のとおりです。 

 

1. 熊本市内で発生したものであること。 

扇田環境センターは、熊本市で発生した一般廃棄物を処理するため整備した施設です。 

熊本市の区域外で発生した一般廃棄物の処分は、発生した区域を管轄する市町村役場

にお尋ねください。 

 

2. リサイクルできないものであること。 

リサイクルできるものは、扇田環境センターへ持ち込まないでください。 

リサイクルできるものの処理は、民間のリサイクル業者へお尋ねください。 

 

3. 一般廃棄物であること。 

（１） 家庭から排出される「埋立ごみ（一部を除く。）」及び「大型ごみ（一部を除く。

燃えないものに限る。）」 

（２） 事業活動から出る不燃物のうち、一般廃棄物であるもの。 

 

4. 受入条件が守られていること。 

以下の受入条件を守って持ち込んでください。 

 

【受入条件】 

金属やガラス・陶磁器などの不燃物が含まれているために、環境工場で焼却できない

もの。取り外すことができる可燃物が外されていること。 

 

【受け入れる品目の具体例】 

・ドライヤー、カメラ、時計などの小型家電製品 

・スプリング入りソファー、座椅子、パイプベッドなど 

・板ガラス、電球、鏡、食器などのガラス類 

・茶碗、植木鉢などの陶磁器類 

・ホチキス、カッター、はさみ、パンチなどの金属製文房具 

・ガラス製皿、ホットプレート、炊飯器などの食器・調理器具 

・ルームランナー、サイクリングマシンなどの健康器具 

・ゴルフクラブ、金属バットなどのスポーツ用品       など 

 

 

 



【受け入れない品目の具体例】 

以下のものは、金属を多く含むなど民間施設でリサイクルできるため、扇田環境セン

ターでは受け入れません。 

・家電 4品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機） 

・パソコン 

・スプリング入りマットレス 

・スチール製の（机、テーブル、棚、本棚、ロッカーなど） 

・湯沸し器、給湯用ボイラー、太陽熱温水器 

・ブラウン管式モニター、塗料缶等の缶、トタン板、耐熱金庫、消火器 

・電子ピアノ、エレクトーン、オルガン（事業ごみに限る。）  など 


